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監査の結果により講じた措置について（公表） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項及び平塚市監査基準（令和２

年４月１日施行）の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知がありましたの

で、次のとおり公表します。 

 

記 

 

１ 監査実施対象課 

土木部 下水道経営課（企業会計分） 下水道整備課（企業会計分） 

２ 監査実施日 

  令和７年３月２４日 

３ 監査結果の公表日 

  令和７年４月２５日（平塚市監査委員公表第８号） 

４ 監査の結果及び講じた措置の内容 

監査の結果 措置の内容 

財務に関する事務 

（指摘事項） 

（１） 収入事務において、ネーミングライツ

契約金について、平塚市税外収入に対す

る督促及び延滞金条例で定めている督

促状を発送していなかった。 

関係法令等に則り事務処理の方法を

再度確認し、今後の事務執行に当たり適

正な措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務に関する事務 

 

（１） ネーミングライツ契約金に係る督促

状の未発送については、「平塚市税外収

入に対する督促及び延滞金条例」第１

条の規定により、納期限までに完納し

ない者があるときは、遅くとも納期限

後３０日以内に督促状を発しなければ

ならないことを課内全体で再確認しま

した。 

なお、ネーミングライツ契約金の納

付が納期限より遅れてしまう要因は、

パートナー企業が設定している定例の

支払スケジュールと、納入通知書の到

着時期が合わないことによるものでし

たが、パートナー企業と調整し、支払

スケジュールを見直してもらった結



 

 

 

 

果、令和７年度は納期限内に納付され

ました。また、翌年度以降も同様に対

応していきます。 

 

      

 以 上 


